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成
田
市
国
民
健
康
保
険
証
は
10
月
１

日
に
更
新
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険

証
は
、
９
月
６
日
か
ら
配
達
記
録
郵
便

で
郵
送
し
ま
す
。

長
期
の
不
在
で
、
郵
便
物
の
確
認
が

で
き
な
い
人
を
対
象
に
、
窓
口
交
付
や

成
田
・
三
里
塚
郵
便
局
で
受
け
取
れ
る

郵
便
局
止
め
も
実
施
し
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
８
月
16
日（
月
）〜
27
日（
金
）

に
電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。
予
約

の
な
い
人
は
配
達
記
録
郵
便
に
よ
る
郵

送
と
な
り
ま
す
。

【
窓
口
交
付
・
郵
便
局
止
め
予
約
】

●
期
間
＝
８
月
16
日（
月
）〜
27
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

●
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
予
約
電
話
＝
保
険
年
金
課（
1
20-

１

５
２
６
）

【
交
付
方
法
】

窓
口
交
付

交
付
の
際
、
本
人
確
認
を
し
ま
す
の

で
、
国
保
加
入
者
の
顔
写
真
入
り
身
分

証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
期
間
＝
９
月
６
日（
月
）〜
17
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
も
交
付
し
ま
す
）

●
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

●
場
所
＝
保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）

郵
便
局
止
め

国
保
加
入
者
の
顔
写
真
入
り
の
身
分

証
明
書
と
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
期
間
＝
９
月
６
日（
月
）〜
15
日（
水
）

●
場
所
と
時
間

〇
成
田
郵
便
局

平
日
・
土
曜
日
…
午
前
８
時
〜
午

後
８
時

日
曜
日
・
祝
日
…
午
前
９
時
〜
午

後
３
時

〇
三
里
塚
郵
便
局

平
日
…
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

土
曜
日
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

日
曜
日
・
祝
日
…
午
前
９
時
〜
午

後
０
時
30
分

市
営「
成
田
霊
園
」で
は
、
駐
車
場
整

備
の
た
め
、
護
守
堂

ご
し
ゅ
ど
う

を
取
り
壊
し
ま

す
。
護
守
堂
内
に
位
牌

い
は
い

を
預
け
て
い
た

人
は
、
８
月
30
日（
月
）ま
で
に
引
き
取

り
を
お
願
い
し
ま
す
。
引
き
取
り
の
な

か
っ
た
位
牌
は
、
囲
護
台
墓
地
管
理
組

合
で
、
次
の
と
お
り
お
祓は

ら

い
・
お
焚た

き

上
げ
を
し
て
供
養
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
時
＝
９
月
11
日（
土
）
午
前
10
時

か
ら

●
場
所
＝
成
田
霊
園
内（
囲
護
台
）

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
で
、
次
に
該
当

す
る
人
は
、
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ

る
の
で
、
請
求
忘
れ
の
な
い
よ
う
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象

"

平
成
５
年
４
月
２
日
〜
平
成
13
年

４
月
１
日
の
間
に
、
夫
が
戦
傷
病

者
と
し
て
増
加
恩
給
な
ど
の
障
害

給
付
を
受
け
始
め
た
妻

"

前
記
の
期
間
内
に
、
増
加
恩
給
な

ど
の
障
害
給
付
を
受
給
し
て
い
る

戦
傷
病
者
と
婚
姻
し
た
妻

"

平
成
８
年
５
月
に
戦
傷
病
者
な
ど

の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
国
債

の
最
終
償
還
を
迎
え
た
妻
で
、
戦

傷
病
者
で
あ
る
夫
が
平
成
５
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
８
年
９
月
30
日

の
間
に
公
務
傷
病
以
外
で
死
亡（
平

病
死
）し
た
妻

●
請
求
期
限
＝
９
月
30
日（
木
）（
こ
の

日
を
過
ぎ
る
と
、
時
効
に
よ
り
権

利
が
消
滅
し
、
特
別
給
付
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
）

市
内
の
ス
ー
パ
ー
や
事
業
所
で
、
消

火
器
の
点
検
業
者
を
装
っ
た
、
不
適
正

点
検
や
高
額
請
求
の
被
害
が
多
発
し
て

い
ま
す
。

不
適
正
点
検
や
高
額
請
求
を
す
る
点

検
業
者
が
、
居
直
っ
た
り
脅
迫
的
な
言

動
に
出
た
と
き
は
、
警
察
署
や
消
防
署

に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

市
消
防
本
部
予
防
課
1
20-

１
５
９
１

成
田
消
防
署
　
　
　
1
20-

１
５
９
４

赤
坂
消
防
署
　
　
　
1
26-

３
２
１
０

三
里
塚
消
防
署
　
　
1
35-

１
０
０
７

飯
岡
分
署
　
　
　
　
1
36-

０
１
１
９

成
田
警
察
署
　
　
　
1
27-

０
１
１
０

i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

窓
口
や
郵
便
局
で
の

受
け
取
り
も
で
き
ま
す

国
民
健
康
保
険
被
保
険
証
の
更
新

※
く
わ
し
く
は
囲
護
台
墓
地
管
理
組
合

（
1
22-

４
４
７
６
＝
昼
間
、
1
22-

５

５
８
７
＝
夜
間
、土
・
日
曜
日
、
祝
日
）

ま
た
は
環
境
衛
生
課（
1
20-

１
５
３
１
）

へ
。

位
牌
の
引
き
取
り
を

お
願
い
し
ま
す

市
営
「
成
田
霊
園
」

特
別
給
付
金
の
請
求
は

お
済
み
で
す
か

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
へ

不
適
正
な
点
検
や

高
額
請
求
の
被
害
が
多
発

消
火
器
の
訪
問
点
検

ことしから御待夜祭の
開催日が変わります

御待夜祭
お た い や さ い

は、毎年宗吾様の
命日に合わせて、9月2日・3日
に宗吾霊堂で行われてきまし
たが、ことしから9月第1土・
日曜日に開催日が変わります。
ことしの御待夜祭は9月4日

（土）・5日（日）の2日間です。
※くわしくは宗吾霊堂（127-
3131）へ。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20-

１
５

２
６
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
社
会
福
祉
課（
1
20-

１
５

３
６
）へ
。
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市
で
は
、
８
月
に
市
民
意
識
調
査
を

行
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
市

政
や
市
の
将
来
に
ど
の
よ
う
な
意
見
や

希
望
を
も
っ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
現

在
市
が
進
め
て
い
る「
成
田
市
第
４
次

総
合
計
画
」を
策
定
す
る
た
め
の
基
礎

資
料
と
す
る
の
が
目
的
で
す
。

今
回
の
調
査
で
は
、
無
作
為
抽
出
に

よ
り
15
歳
以
上
の
人
１
万
人
を
対
象
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
声
、
そ
し
て
希
望
を
市
政

に
反
映
さ
せ
、「
み
ん
な
が
望
む
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
」を
進
め
る
た
め
に
も
、

調
査
票
が
届
い
た
人
は
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

市
で
は
情
報
推
進
の
一
環
と
し
て
、

中
央
・
公
津
・
成
田
・
遠
山
の
４
公
民

館
に
、
無
料
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利

用
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
を
設
置
し
ま
し
た
。

簡
単
な
操
作
で
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が

検
索
で
き
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

漏
水
は
大
切
な
水
を
無
駄
に
す
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
皆
さ
ん
の
料
金
負
担

も
大
き
く
な
り
ま
す
。
早
期
発
見
を
心

掛
け
、
わ
ず
か
な
漏
水
で
も
、
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
か
な
い
で
、
早
急
に
成
田

市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
連
絡

し
て
修
繕
し
て
く
だ
さ
い
。

相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先
市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談室120-1507
市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃 〃
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃
（裁判所で係争中の事件は除く）
もめごと・なやみごと・苦情相談

8月24日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃
（人権・行政相談）
不動産相談 8月17日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 8月17日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

8月26日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃
（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 8月21日（土） 13：00～16：00
イオン成田 県行政書士会印旛支部
ショッピングセンター 作田義美さん123-3286

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724

（来所前に要電話）
高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

9月9日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（新築・増改築などに関する相談） 9月6日（月）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 9月7日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 交通防犯課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 8月19日（木） 09：00～12：00 〃 〃
家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 8月23日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536
健康体力相談 9月7日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階）教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234
（ニュータウンセンタービル6階）

①市・県民税（第2期分）
②国民健康保険税（第2期分）
③介護保険料（第2期分）
" 納期はいずれも8月16日（月）～31日（火）です。

※くわしくは①税務課（120-1513）、②保険年金
課（120-1526）、③介護保険課（120-1545）へ。

今月の納税 ※
く
わ
し
く
は
中
央
公
民
館（
1
27-

５
９

１
１
）へ
。

新
し
い
成
田
を

あ
な
た
の
声
で

市
民
意
識
調
査
に
ご
協
力
を

※
く
わ
し
く
は
企
画
課（
1
20-

１
５
０
０
）

へ
。

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課（
1
22-

０
２
６
９
）へ
。

限
り
あ
る
水
を

大
切
に 漏

水
の
早
期
発
見

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

無
料
で
利
用
で
き
ま
す

中
央
・
公
津
・
成
田
・
遠
山
公
民
館


